
 建築物台帳記載事項証明書交付事務取扱要領

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年３月28日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市整備部長決裁

 

　諸証明書交付事務取扱要領（平成22年３月２日都市整備部長決裁）の全

部を改正する。 

 　（目的）

第１条　この要領は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第８項に

規定する台帳（以下「建築物台帳」という。）に記載された事項を証明

するための建築物台帳記載事項証明書（以下「証明書」という。）の交

 付について必要な事項を定めることを目的とする。

 　（証明の対象となる建築物台帳）

第２条　平成元年度以降の建築確認その他処分に関する建築物台帳につい

 て、記載事項の証明を行うものとする。

 　（証明書の交付対象）

第３条　証明書の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

建築主もしくは所有者（以下「建築主等」という。）又は建築主等から

 委任を受けた代理者とする。

 　（証明書の交付申請）

第４条　申請者は、建築物台帳記載事項証明書交付申請書（様式第１号）

により市長（都市整備部建築指導課扱い）に申請しなければならない。 

２　申請者が、建築主および建築主から委任を受けた代理者以外の場合は、

前項に掲げる書類のほかに所有者であることが確認できる書類を添えて

 申請しなければならない。

３　申請者は、証明書の交付を受けるにあたっては、運転免許証その他本

人確認のできる書面等（以下「本人確認書類」という。）を提示（郵便

請求の場合においては、本人確認書類の写しを提出。）しなければなら

 ない。

 　（証明書の交付）



第５条　市長は、証明書（建築物にあっては様式第２号、昇降機にあって

は様式第３号、工作物にあっては様式第４号）を、都市整備部都市総務

 課において交付するものとする。

２　証明書は、午前８時30分から午後５時15分までの間（毎週日曜日およ

び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

 休日ならびに年末年始の休日を除く。）に、交付するものとする。

 　（手数料）

第６条　申請者は、秋田市手数料条例（平成12年秋田市条例第４号）別表

 第７に基づき、手数料を納付しなければならない。

 

 　　　附　則

 　この要領は、平成31年４月１日から施行する。

 　　　附　則

 　（実施期日）

 　この要領は、令和３年３月１日から施行する。

 　　　附　則

 　（実施期日）

 　この要領は、令和５年４月１日から施行する。

 

 



建築物台帳記載事項証明書交付申請書 
 

年　　月　　日　 
　（宛先）秋田市長 
 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　 
 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　 
 
　下記の建築物等について、建築物台帳記載事項証明書の交付を申請します。 
 

記 

 （住所） 
  建 築 主

（設置者・築造主） （氏名）

  敷 地 の 地 名 地 番  秋田市

申 請 対 象 　　□建築物　　　　□昇降機　　　　□工作物

確認済証交付年月日 　　　　年　　　月　　　日

確認済証交付番号 第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

使 用 目 的 　　□登記　　　　　□金融機関提出　□裁判所提出 
　　□税務署提出　　□その他（　　　　　　　　） 

申請枚数 ※証明件数 ※金　　額 ※公印使用承認 ※ 受付年月日

   
枚 件 円

※決裁欄

課長

　上記申請の証明書を交付してよろしいか伺いま

す。 
 
　起案者　建築指導課　　　　　　   　　印

 ※印の欄は記入しないでください。 
（注意事項） 
　(1) 証明書は、建築物台帳に記載された事項を証明するもので、建築物の現況等を証明するもの

ではありません。　 
  (2) 建築物台帳に記載のない事項は証明できません。 
　

様式第１号（第４条関係）



建築物台帳記載事項証明書（建築物） 
 

 （住所） 
   建 築 主
 
（氏名）

  敷地の地名地番  秋田市

 主 要 用 途

 工 事 種 別

   (申　請　部　分)(申請以外の部分)(合　　　　　計)
   延 べ 面 積

 (　　　　　　㎡)(　　　　　　㎡)(　　　　　　㎡)

 構       　　 造  　　　　　　　　造

 階      　　  数  地上　　　　　　階  地下　　　　　　階

 確 認 済 証 交付番号　　　 　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

 計画変更確認済証 交付番号           年　　月　　日　第　　　　　　　号

 中間検査合格証 交付番号   　      年　　月　　日　第　　　　　　　号

 検 査 済 証 交付番号    　     年　　月　　日　第　　　　　　　号

　上記は建築基準法第12条第８項に規定する台帳に記載されていることを証明しま
す。 
 
　　　　　　年　　月　　日 

秋田市長　　　　　　　　　　　　　 

様式第２号（第５条関係）



建築物台帳記載事項証明書（昇降機） 
 

 （住所） 
 設 置 者  

 
（氏名）

 所 在 地  秋田市 

 昇 降 機 の 種 別

 昇 降 機 の 用 途

 積 載 荷 重

 最 大 定 員

 定 格 速 度

 確 認 済 証 交付番号　　　 　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

 計画変更確認済証 交付番号           年　　月　　日　第　　　　　　　号

 検 査 済 証 交付番号    　     年　　月　　日　第　　　　　　　号

　上記は建築基準法第12条第８項に規定する台帳に記載されていることを証明しま
す。 
 
　　　　　　年　　月　　日 

秋田市長　　　　　　　　　　　　　 

様式第３号（第５条関係）



建築物台帳記載事項証明書（工作物） 
 

 （住所） 
  築 造 主

 
（氏名）

  敷地の地名地番  秋田市

 種 類 ・ 用 途

 高 さ

 構 造

 工 事 種 別

   (申　請　部　分)(申請以外の部分)(合　　　　　計)
   築 造 面 積

 (　　　　　　㎡)(　　　　　　㎡)(　　　　　　㎡)

 確 認 済 証 交付番号　　　 　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

 計画変更確認済証 交付番号           年　　月　　日　第　　　　　　　号

 検 査 済 証 交付番号    　     年　　月　　日　第　　　　　　　号

　上記は建築基準法第12条第８項に規定する台帳に記載されていることを証明しま
す。 
 
　　　　　　年　　月　　日 

秋田市長　　　　　　　　　　　　　 

様式第４号（第５条関係）


